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令和２年度　自衛官等募集案内
募集種目 資　　格

受付期間
（締切日必着）

試　験　日 試験会場 合格発表

航空学生
（海・空）

高卒（見込含）
海上:�18歳以上
�������23歳未満の者
航空:�18歳以上
�������21歳未満の者

７月１日～９月10日 ９月22日（火・祝） 勢多会館（前橋市）
１次　10月９日

※１次合格後に２次試験等
の連絡があります。

一般曹候補生
（陸・海・空）

18歳以上
33歳未満の方

７月１日～９月10日
９月19日（土）
９月20日（日）
※いずれかを指定

勢多会館（前橋市）
太田市浜町勤労会館（太田市）

その他、県内駐屯地
※試験会場は指定されます。

１次10月２日
※１次合格後に２次試験等

の連絡があります。

自衛官候補生
（陸・海・空）

18歳以上
33歳未満の方

年間を通じて
行っています

８月23日（日）
９月  ６日（日）

９月21日（月・祝）
９月27日（日）
※いずれかを指定

相馬原駐屯地（榛東村）
新町駐屯地（高崎市）

※試験会場は指定されます。

合格発表は、試験日に�
お知らせします。

防衛医科大学校
看護科学生

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～10月１日
１次試験

10月17日（土） 新町駐屯地（高崎市）
１次試験合格発表
11月13日（金）

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～10月７日
１次試験

　　10月24日（土）
及び10月25日（日）

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）

１次試験合格発表
11月26日（木）

防
衛
大
学
校

学
生 一般

18歳以上21歳未満の者
高卒（見込含）

７月１日～10月22日
１次試験

　　11月７日（土）
及び11月８日（日）

人文・社会科学

１次試験合格発表
11月25日（水）

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民会館）

理工学

勢多会館（前橋市）

自衛隊群馬地方協力本部 沼田地域事務所 ☎0278‐23‐4111
※新型コロナウィルスの影響で、試験日等が変更になる場合があります。詳しくは自衛隊群馬地方協力本部へお問い合わせください。

国

民

年

金

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年

金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・

猶
予
と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す

の
で
、
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区

役
所
ま
た
は
町
村
役
場
の
国
民
年
金

担
当
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

令
和
２
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は

令
和
２
年
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、

令
和
２
年
７
月
分
か
ら
令
和
３
年
６

月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審

査
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
法
律

が
改
正
さ
れ
て
、
２
年
１
カ
月
前
の

月
分
ま
で
遡
及
し
て
免
除
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た

も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に

未
納
期
間
を
有
し
て
い
る
方
等
は
、
一

度
、
市
区
役
所
・
町
村
役
場
の
国
民

年
金
窓
口
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や

一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
に
つ

い
て
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た

と
き
に
比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
猶
予
や
学
生
納
付
特

例
の
承
認
を
受
け
た
ま
ま
で
追
納
し

な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資
格
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険

料
を
納
め
る
こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
目
以
降
に

追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険

料
に
経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て
加
算

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
年
金
事
務
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

　
（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４
）

国
民
年
金
保
険
料
免
除

等
の
申
請
に
つ
い
て

保
険
料
の
追
納
を

�

お
勧
め
し
ま
す

information

くらしの情報
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information

くらしの情報
電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
に

よ
る
診
療
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

拡
大
し
、
医
療
機
関
の
受
診
が
困
難

に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
厚

生
労
働
省
は
時
限
的
・
特
例
的
な
対

応
と
し
て
、
医
師
が
可
能
で
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
初
診
か

ら
電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
診
療

を
認
め
て
い
ま
す
。

● 

電
話
・
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
っ

て
い
る
か
確
認

　

ま
ず
は
、
か
か
り
つ
け
医
等
に
、

電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
診
療
を

行
っ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

�

か
か
り
つ
け
医
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
群
馬
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
一
覧
か
ら
電
話
・
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
る
診
療
を
行
っ
て
い
る
最

寄
り
の
医
療
機
関
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

●
留
意
点

・�

医
師
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、
す
ぐ
に

医
療
機
関
を
受
診
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
で
き
る
だ
け
最
寄
り
の

医
療
機
関
を
選
択
す
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

・�

電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で
は
診

断
や
処
方
が
困
難
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・�

医
療
機
関
に
来
訪
し
て
受
診
す
る

よ
う
推
奨
さ
れ
た
場
合
は
、
必
ず

指
定
の
医
療
機
関
に
直
接
か
か
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
疑

わ
れ
る
場
合
は
、
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
☎

０
５
７
０
・
０
８
２
・
８
２
０
）に
連

絡
し
、
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

・�

電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
服
薬

指
導
を
実
施
し
て
い
る
薬
局
も
あ

り
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

・
群
馬
県
庁
医
務
課

　

☎
０
２
７
・
２
２
６
・
２
５
３
５

・
群
馬
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
�（h
ttp
://w

w
w
.p
re
f.g
u
n
m
a
.

jp/ 02d10g_00141.h
tm
l

）

事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

「
令
和
２
年
度
労
働
保
険
年
度
更
新
期
間

（
申
告
・
納
付
）延
長
」お
よ
び「
年
度
更
新

申
告
書
集
合
受
付
中
止
」の
お
知
ら
せ

●
労
働
保
険（
労
災
保
険
お
よ
び
雇
用

保
険
）の
年
度
更
新（
平
成
31
年
度（
令

和
元
年
度
）確
定
保
険
料
、
令
和
２
年

度
概
算
保
険
料
お
よ
び
一
般
拠
出
金

の
申
告
・
納
付
）手
続
き
は
、
６
月
１

日（
月
）か
ら
８
月
31
日（
月
）ま
で
の

期
間
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

随
時
、
県
内
の
各
労
働
基
準
監
督

署
お
よ
び
群
馬
県
労
働
局
労
働
保
険

徴
収
室
に
て
、
郵
送
ま
た
は
電
子
申

請
で
も
受
け
付
け
て
お
り
、
直
接
窓
口

へ
出
向
く
こ
と
な
く
申
告
す
る
こ
と
が

可
能
で
す
。

　

相
談
は
電
話
で
も
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
労
働
保
険
料
等
の
納
付
に

つ
い
て
は
口
座
振
替
や
電
子
納
付
が

便
利
で
す
。

●
令
和
２
年
７
月
８
日（
水
）・
９
日

（
木
）・
10
日（
金
）に
県
内
の
各
労
働
基

準
監
督
署（
一
部
監
督
署
を
除
く
）に
て

開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
「
年
度

更
新
申
告
書
集
合
受
付
」
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
中
止
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

※
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
政
府
が
労
働

保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の
額
を
決
定
し
、

さ
ら
に
追
徴
金（
労
働
保
険
料
・
一
般

拠
出
金
の
10
％
）を
課
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

　

群
馬
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴

収
室（
☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４
７
３
４
）、

ま
た
は
最
寄
り
の
各
労
働
基
準
監
督

署
・
各
公
共
職
業
安
定
所
へ

令
和
２
年
７
月
10
日
か
ら

全
国
の
法
務
局
に
お
い
て
、

「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制

度
」の
運
用
を
開
始
し
ま
す

　

自
筆
証
書
遺
言
書
の
作
成
者
本
人

が
、
法
務
局
に
設
置
さ
れ
る
遺
言
書

保
管
所
に
出
向
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺

言
書
の
保
管
や
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

●
本
制
度
の
利
用
に
よ
っ
て
…

・�

紛
失
や
亡
失
の
防
止
や
、
第
三
者

に
よ
る
破
棄
や
改
ざ
ん
と
い
っ
た
お

そ
れ
が
な
く
な
り
ま
す
。

・�

遺
言
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
相
続

人
等
は
、
遺
言
書
保
管
所
に
保
管
中

の
遺
言
書
内
容
の
証
明
書
の
請
求
や
、

遺
言
書
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

・�

自
筆
証
書
遺
言
書
は
、
家
庭
裁
判

所
に
お
け
る
検
認
が
不
要
と
な
り

ま
す
。

●
本
制
度
を
利
用
す
る
に
は
…

・�

自
筆
証
書
遺
言
書
を
作
成
し
た
遺

言
者
の
住
所
地
、
本
籍
地
、
遺
言

者
が
所
有
す
る
不
動
産
の
所
在
地

の
い
ず
れ
か
を
管
轄
す
る
遺
言
書

保
管
所
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

・�

法
務
局
の
予
約
シ
ス
テ
ム
、
電
話
、

窓
口
に
て
、
予
約
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・�

保
管
申
請
や
、
各
種
証
明
書
を
請

求
す
る
際
に
は
、
所
定
手
数
料
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

●
詳
細
や
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
（h

ttp://

w
w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/M
IN
JI/

m
in
ji 03_00051.h

tm
l

）

　

前
橋
地
方
法
務
局
中
之
条
支
局

　

☎
０
２
７
９
・
７
５
・
３
０
３
７


